
第８４２回宮城県教育委員会定例会日程

日 時：平成２５年６月１１日（火）午前１０時３０分から

場 所：県行政庁舎 １６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８４１回教育委員会会議録の承認について

４ 第８４２回教育委員会会議録署名委員の指名

５ 教育長報告

（１）平成２６年度使用教科用図書採択基準等について （義 務 教 育 課)

（２）新高校入試制度に関する請願への対応について （高 校 教 育 課)

（３）県立高等学校における物損事故に係る和解について （高校教育課・施設整備課)

６ 専決処分報告

（１）第３４１回宮城県議会議案に対する意見について （総 務 課)

（２）教育功績者表彰について （教 職 員 課)

７ 議 事

第１号議案 職員の人事について （総務課・教職員課）

第２号議案 宮城県産業教育審議会委員の人事について （高 校 教 育 課）

第３号議案 高等学校入学者選抜審議会委員の人事について （高 校 教 育 課）

８ 課長報告等

（１）県立聴覚支援学校における理科実験に係る事故について （特別支援教育室)

（２）平成２６年度県立中学校入学者選抜方針及び概要について （高 校 教 育 課)

９ 次回教育委員会の開催日程について

10 閉 会 宣 言
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教育長報告（１）

平成２６年度使用教科用図書採択基準等について

義務教育諸学校のうち特別支援学校及び特別支援学級において，学校教育法附

則第９条の規定に基づく平成２６年度に使用する教科用図書について，その採択

の適正な実施を図るため，教科用図書選定審議会からの答申を踏まえ，平成２６

年度使用教科用図書採択基準等を定め，市町村教育委員会及び採択地区協議会等

の行う採択に関する事務に関し，適切な指導，助言等に取り組んでいくこととす

る。

１ 平成２６年度使用教科用図書採択基準等

（１）別紙「平成２６年度使用学校教育法附則第９条の規定による教科用図書

（一般図書）採択基準」のとおり

（２）別冊「平成２６年度使用教科用図書採択選定資料≪知的障害≫特別支援

学校・特別支援学級用」のとおり

２ 宮城県教科用図書選定審議会関係

（１）諮問事項

特別支援学校及び特別支援学級において，平成２６年度に使用する教科用

図書（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）附則第９条の規定に基づく教

科用図書）の採択基準及び選定資料並びにその他指導助言等に関する事項

（２）経 緯

○平成２５年４月２３日 宮城県教科用図書選定審議会への諮問

○ 〃 ６月 ３日 同審議会から答申

○ 〃 ６月 ７日 ・同審議会の答申を踏まえ「平成２６年度使用教

科用図書採択基準」を策定

・市町村教育委員会及び採択地区協議会，県立特

別支援支援学校等に通知
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平成２６年度使用

学校教育法附則第９条の規定による教科用図書（一般図書）採択基準

【特別支援学校及び特別支援学級】

特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の児童生徒が使用する学校教育法附則第９

条の規定による教科用図書（一般図書）の採択は，この基準によって行うものとする。

第１ 教科用図書の採択に当たっては，教育基本法や学校教育法が示す教育の目的や目標，

学習指導要領の趣旨を踏まえ，その内容を十分に調査研究の上，各採択権者の権限と

責任の下，公正かつ適切な採択をするものとする。

第２ 教科用図書の選定に当たって考慮すべき事項は，概ね次のとおりとする。

１ 記述内容に関すること

（１）学習指導要領に示されている教科等の目標を的確に反映しているか。

（２）県教育委員会の「学校教育の方針と重点」の趣旨の実現に対応しているか。

（３）社会適応能力の向上を図り，自立や社会参加を促す配慮がなされているか。

（４）様々な体験活動を促し，自己を生かせる生き方や進路を考えられるものか。

（５）内容や資料に偏りがなく，資料の出所，出典が明示されているか。

２ 組織と配列に関すること

（１）内容が組織的，系統的に配列され，学習の効果が上がるように配慮されているか。

（２）分量と区分が適切であるか。

（３）季節や行事等との関連が考慮されているか。

（４）児童生徒の生活や地域の実態に広く対応できるか。

３ 学習と指導に関すること

（１）児童生徒の障害の状態や発達の段階，特性等に応じているか。

（２）基礎的能力を養ったり，発展的な学習に取り組んだりできるように配慮されている

か。

（３）興味や関心を喚起するように工夫されているか。

（４）他の教育活動との関連が考慮されているか。

（５）内容がより理解できるような挿絵，図表，写真等が示されているか。

４ 表現と体裁等に関すること

（１）児童生徒が親しみや魅力を感じ，多様な感覚を活用するよう配慮されているか。

（２）表記，表現が適切であるか。

（３）活字の大きさや字形は適切で，色彩，印刷は鮮明で見やすいか。

（４）図表等の大きさや配置，レイアウトやバランスが適切であるか。

（５）製本は体裁がよく堅ろうであり，安全や環境への配慮がなされているか。



教育長報告（１）別冊

Ｎｏ．

平成２６年度使用

教科用図書採択選定資料

≪知的障害≫

特別支援学校・特別支援学級用

宮 城 県 教 育 委 員 会

※ 本資料（別冊）の内容は，義務教育課に御確認願います。
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第３４１回宮城県議会議案に対する意見について 

 

 平成２５年６月宮城県議会に提出される下記の予算議案及び予算外議案につ

いて，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２９条の規定により，知事から意見を求められたので，教育長に対する事務

の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第

１項の規定により平成２５年６月６日専決処分し，異議のない旨回答した。よ

って同条第２項の規定により報告する。 

 

記 

 予算議案 

  ・平成２５年度宮城県一般会計補正予算 

 予算外議案 

  ・県立学校条例の一部を改正する条例 

 

 

平成２５年６月１１日提出 

 

 

            宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁     

専決処分報告(１) 





１　補正予算の概要 単位：千円

２　事業の概要 単位：千円

単位：千円

３　債務負担行為
　新規 単位：千円

180,000　広域防災拠点の整備に係る宮城自転車競技場解体工事費に係るもの。

期　間

H25.7～
H27.3

宮城野原公園総合運動場整備費

債務負担行為名

繰入

12,366繰入

25,997繰入

26,000繰入

国庫

16,500

災害復旧事業

　平成２５年４月８日の強風等における学校施設の災害復旧に係る経費

災害復旧事業

　大震災で被災した農業高校及び気仙沼向洋高校の移転用地の土地取得
及び水産高校実習棟における不具合事項の災害復旧工事に係る経費

東日本大震災復旧費

239,565

16,500

12,366

25,997

26,000

770

12,874

　図書館所蔵の和古書の複製本（代替資料）を作製する作業（マイクロ
フィルムへの撮影及びデジタルデータ化など）を民間に委託し，雇用を
創出するもの。

【緊急雇用】和古書複製作製事業

　高等学校が所有する演習林の下刈り，除伐，間伐を実施して適切な管
理に努める業務を委託するもの。

【緊急雇用】県立高等学校演習林保全事業

　県立高等学校が取り組む進路探索ワークショップ等に係る講師人材の
開拓や，ワークショップセミナーの企画・立案運営等の業務を行い，本
県の「志教育」を推進する業務を民間に委託するもの。

【緊急雇用】キャリアセミナーコーディネイト事業

　宮城野原公園総合運動場及び周辺一帯に広域防災拠点を整備すること
に伴い，宮城自転車競技場や多目的広場の樹木等を撤去するために要す
る経費

宮城野原公園総合運動場整備費（地域整備推進基金事業）

　平成２５年３月１０日の強風における学校施設の災害復旧に係る経費

№ 限度額

1

70

一般財源

繰入金

一財

国庫 6,055

83,193

一財 1,719

3

2

県債 700

一財

[D/A]
比較

教育委員会分

№

△ 1,093,377 99.5%209,666,382 208,238,933 334,072 208,573,005

震
災
対
応

財　源

1
156,372

区
分

補正額事業概要等

第３４１回宮城県議会（定例会）提出予算議案の概要【教育委員会関係分】

そ
の
他

県債 5,100

7

334,072

　
緊
急
雇
用

4

6

5

国庫支出金 162,427
80,863

84,982

県債 5,800

～平成２５年度　６月補正予算の概要～

当初予算額[B]6月現計予算額[A]

平成24年度
6月補正額[C] 計[B+C]=[D]
平成25年度

[D-A]

財 
 

源 
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第３４１回宮城県議会（定例会）提出予算外議案の概要【教育委員会分】 

 

 

 

 

 議第 144 号議案 

 

 

 

 

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 
東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金等の免除の

期間を延長するため，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 公布の日 

 所管 高校教育課 

○主な内容 

○東日本大震災により被害を受けた者に係る入学金等の免除の期間を 

平成２６年度まで延長 
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県立聴覚支援学校における理科実験に係る事故について 

 

 

１ 発生日時  平成２５年５月３０日（木）３校時（１０時４０分～１１時３０分） 

 

２ 発生場所  県立聴覚支援学校 ２階 生物実験室 

         （仙台市太白区八本松二丁目７－２９） 

 

３ 関係生徒数  ６人（中学部２年） ※うち体調不良を訴えた生徒は５人 

 

４ 事故の概要及び経過 

○ 理科の授業において， 粉末状の鉄と硫黄の混合物を加熱し硫化鉄をつくり，これ

に薄い塩酸を加えて硫化水素を発生させ，化合物ができたことを確認する実験を実

施した。 

○ 授業終了により教室に戻った後，５人が体調不良（頭痛，息苦しさ，寒気等）を

訴え，保健室で手当を受けた。 

○ 学校医に連絡するとともに，大事をとって救急車を要請し，症状のない１人と合

わせ，仙台市内の３つの病院に搬送した。 

○ 病院で酸素吸入等を受けたが，その後異状は認められず，同日夕方，全員が帰宅

した。 

○ 関係する生徒６人については，翌３１日（金）は大事をとって自宅で静養させ，

翌週から全員が登校している。 

 

５ 事故の原因 

  生物実験室内の換気が十分でなかったため，実験により発生した硫化水素が室内に

滞留し，これを吸引したことによるものと考えられる。 

 

６ 保護者への説明 

  事故当日，関係生徒の保護者にお詫びするとともに，全保護者に対して文書で事故

の概要を周知したほか，翌日，緊急の保護者会を開催し，説明を行った。 

 

７ 再発防止に向けた対応 

  各県立学校に対して通知を発出し，理科実験に当たっての予備実験の実施や手順の

再確認，実験中の十分な換気等，児童生徒の安全の確保に万全を期すよう指示した。 

 
課長報告（１） 
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課長報告（２）

平成２６年度県立中学校入学者選抜方針及び概要について

Ⅰ 入学者選抜方針
宮城県立中学校における入学者選抜は，中学校及び小学校の教育の目的の実現及び健全

な教育の推進を期し，公正かつ適正な選抜方法と選抜尺度により厳正に行うものとする。

１ 基本原則
(1) 県立中学校長は，その教育を受けるに足る多様な能力と適性等を評価し，選抜するも
のとする。

(2) 出願事務及び選抜事務の厳正を期するため，小学校にあっては調査書等作成のための
委員会を，県立中学校にあっては選抜のための委員会を設置するものとする。

２ 選抜方法
(1) 入学者の選抜に当たって，県立中学校長は，調査書及び適性検査の結果を資料として，
出願者の能力や適性等を総合的に判断するものとする。

(2) 適性検査
ア 検査は，総合問題，作文及び面接とする。
イ 総合問題は，与えられた課題を理解し，これまでの体験や身に付けてきた力を基に，

論理的に考え，的確に判断し，解決する力や表現する力等をみるものとする。
ウ 作文は，与えられた課題について，自分の考えや思いなどを的確にまとめ，文章で

表現する力をみるものとする。
エ 面接は，志願理由書を参考資料として，志願の動機や学習への関心・意欲，長所等

を多面的にみるものとする。

Ⅱ 入学者選抜概要
[１] 募 集
１ 出 願 資 格

次の(1)及び(2)に該当する者が，宮城県立中学校（以下「県立中学校」という。）の
入学者選抜に出願することができる。
(1) 平成２６年３月に小学校又は特別支援学校の小学部（以下「小学校」という。）を

卒業見込みの者
(2) 宮城県内に居住し，又は入学時までに居住する見込みの者

２ 募 集 定 員 学 校 名 宮城県仙台二華中学校 １０５名（男女）
学 校 名 宮城県古川黎明中学校 １０５名（男女）

３ 通 学 区 域 宮城県全域

[２] 出 願 の 手 続
１ 出 願

県立中学校については，１校に限り出願することができる。
なお，仙台市立仙台青陵中等教育学校へ出願する者は，県立中学校への出願はできな

い。
２ 入学願書等の提出

出願者は，入学願書，志願理由書，調査書（在籍小学校長が作成），写真票，受検票
送付用封筒及び結果通知用封筒を県立中学校長に提出する。また，入学願書には入学者
選抜手数料として宮城県収入証紙（2,200円）を貼付する。

３ 県外からの出願
県外に住所を有する者で，次の(1)，(2)のいずれかに該当する者は，あらかじめ県

外からの出願承認願を県立中学校長に提出する。承認を受けた後に，県立中学校へ入学
を志願することができる。
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(1) 住所の異動によるもの
ア 保護者の転勤等に伴う一家転住の事情によって県内に住所を異動せざるを得ない
場合

イ 特別な家庭の事情によって県内に住所を異動せざるを得ない場合（例えば，保護
者の海外勤務又は長期出張に伴って，県内に居住する保護者に準ずる者に志願者の
保護を託した場合等）

(2) その他
前記(1)のほか県外に住所を有する者が県立中学校へ入学を志願することが，特に

やむを得ないと県立中学校長が認める場合

[３] 適 性 検 査
１ 検 査 場

検査場は，次のとおりとする。出願者が多い場合は，他の会場で実施することもある。
宮城県仙台二華中学校 ――― 宮城県仙台二華中学校・高等学校
宮城県古川黎明中学校 ――― 宮城県古川黎明中学校・高等学校

２ 検 査 の 方 法
(1) 検査は，総合問題，作文及び面接とする。
(2) 検査問題作成の方針

ア 総合問題は，与えられた課題を理解し，これまでの体験や身に付けてきた力を基
に，論理的に考え，的確に判断し，解決する力や表現する力等をみる。

イ 作文は，与えられた課題について，自分の考えや思いなどを的確にまとめ，文章
で表現する力をみる。

ウ 面接は，志願理由書を参考資料として，志願の動機や学習への関心・意欲，長所
等を多面的にみる。

[４] 選 抜 方 法
入学者の選抜に当たっては，調査書及び適性検査（総合問題，作文，面接）の結果

を資料として，出願者の能力や適性等を総合的に判断する。

[５] 選抜に関する日程

事 項 期 日 備 考

県外からの出願承認 平成25年11月 5日(火)～ 住居に関する証明書，家族関係を

願の受付 平成25年11月29日(金)午後3時 証明する書類，一家転住を証明す

る書類が必要。

入学願書，調査書等 平成25年12月 2日(月)～ 受付時間は，午前9時から午後4時

の受付 平成25年12月 6日(金)午後3時 （最終日は午後3時）までとする。

適 性 検 査 平成26年 1月11日(土) 総合問題，作文，面接

選抜結果通知書の 平成26年 1月17日(金)午後4時 本人及び在籍小学校長へ郵送。

発送

入学確約書の受付 平成26年 1月21日(火)～ 県立中学校長に提出。郵送の場合，

平成26年 1月24日(金)午後3時 簡易書留扱いで期間内必着。

欠 員 補 充 に よ る 平成26年 1月27日(月)～ 欠員が生じた場合，あらかじめ定

合格者の意思確認 平成26年 2月 7日(金) めた補欠予定者の中から充てる。




